
1　民間企業における雇用状況

（1）概況
　　①概況
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（　）内は平成19年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

②欄の「法定雇用障害者数の算定の基礎となる労働者数」とは、常用労働者総数から除外率相当数（身体障害者及び知的障害者が就業することが困難であると認
められる職種が相当の割合を占める業種について定められた率を乗じて得た数）を除いた労働者数である。
③Ａ欄の「重度身体障害者及び重度知的障害者」については法律上、1人を2人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行い、Ｄ欄の
「精神障害者である短時間労働者」については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、Ｅ欄の計を算出するに当たり0.5カウントを行っている。
Ａ、Ｃ欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、B、D欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者である。
F欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
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②③Ｅ欄及び④Ｄ欄の「うち新規雇用分」は当該年の前年の6月2日から当該年の6月1日までの1年間に新規に雇い入れられた障害者数である。
（　）内は平成19年6月1日現在の数値である。なお、精神障害者は平成18年4月1日から実雇用率に算定されることとなった。

②③のA.B欄及び④のA欄は1週間の所定労働時間が30時間以上の労働者であり、②③のC欄及び④のB欄は1週間の所定労働時間が20時間以上30
時間未満の労働者である。

①欄の「障害者の数」とは②D、③D、④Cの計である。
②③A欄の重度障害者については法律上、1人を2人に相当するものとしており、D欄の計を算出するに当たりダブルカウントを行っている。
④B欄の精神障害者である短時間労働者については法律上、1人を0.5人に相当するものとしており、C欄を算出するに当たり0.5カウントを行っている。

　　②障害部位別雇用状況
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